
 

 

 

 

 

 熊本地震復旧のために借りた「生

活福祉資金・緊急小口」が、措置期

間の 1年を過ぎ、返還が始まってい

ます。保護世帯は、わずかな生活扶

助費の中から返済しなければなりま

せん。 

 党市議団は、今年 5月、熊本市・

5 カ所の福祉事務所に「国の考えに

基づき、保護費以外の収入がある場

合、返還金分を収入認定しない」よ

うに申し入れていました。しかし、

市は改善を渋っていました。 

 6月 2日の政府交渉で厚生労働省 

 

 

そもそも保護世帯は、借金をする

ことはできません。上野議員は、壊

れた家財の復旧を「借金」で行う貸

付制度の利用ではなく、 

① 家具什器の特別基準が適用され

るよう国の要件を緩和すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、「通知を出し、保護費以外の収入

から控除することを徹底する」と約

束していました。6月 16日、ちょう

ど市議会委員会開催日に「貸付資金

の償還金に係る収入認定の取り扱い

について」の通知が出されました。 

 委員会では、通知に基づき適切に

対応するとの答弁があり、改善され

ることになりました。 

 上野議員は、改善内容を徹底する

ことと、「控除」の扱いができない人

についても負担とならないよう配慮

することを求めました。 

 

 

② 家財道具の復旧のために支給さ

れる扶助等を設けること 

などを、国に対し要望することも求

めました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本地震における生活福祉資金貸付 

返還金は、保護費以外の収入から控除 

厚生労働省が「通知」、市も改善を約束 

保護制度の中で震災復旧ができるよう国の制度改善を 
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ー
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と
再
開
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な
す
ま
ど
か 

 

６
月
議
会
で
は
、
交
通
セ
ン
タ
ー
一
帯
の
桜
町
再
開
発
の
な

か
で
整
備
さ
れ
る
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
施
設
（
『
仮
称
』
熊
本
城
ホ
ー
ル
）

の
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。 

桜
町
周
辺
で
は
、
交
通
セ
ン
タ
ー
や
県
民
百
貨
店
の
姿
は
も

う
な
く
、
広
大
な
土
地
に
は
重
機
が
並
び
、
現
在
は
杭
工
事
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

一
方
で
、
私
の
住
む
東
区
を
歩
く
と
、
家
屋
が
解
体
さ
れ
た

も
の
の
空
き
地
の
ま
ま
で
放
置
さ
れ
た
土
地
が
目
立
つ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
屋
根
の
上
に
は
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
が
被

せ
ら
れ
て
い
る
家
も
多
く
あ
り
ま
す
。
劣
化
し
破
れ
た
ブ
ル
ー

シ
ー
ト
に
梅
雨
の
雨
が
容
赦
な
く
打
ち
付
け
る
光
景
を
目
の

当
た
り
に
す
る
た
び
、
胸
が
締
め
つ
け
ら
れ
ま
す
。 

莫
大
な
税
金
を
投
じ
着
々
と
整
備
が
進
む
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
整
備

と
今
な
お
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
が
残
さ
れ
た
被
災
家
屋—

—
「
被
災

者
の
生
活
再
建
を
最
優
先
に
進
め
て
い
く
」
と
の
大
西
市
長
の

言
葉
に
大
き
な
疑
問
が
生
じ
ま
す
。 

震
災
か
ら
一
年
が
経
過
し
ま
し
た
が
、
住
宅
再
建
・
生
活
再

建
は
ま
だ
ま
だ
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
そ
の
原
因
は
、
現
在
の
支

援
制
度
が
弱
く
、
被
災
の
実
態
に
見
合
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い

な
い
こ
と
に
あ
り
ま
す
。 

義
援
金
頼
み
の
一
部
損
壊
世
帯
へ
の
支
援
を
抜
本
的
に
拡

充
す
る
と
と
も
に
、
全
壊
・
半
壊
世
帯
へ
の
上
乗
せ
支
援
な
ど
、

市
独
自
の
支
援
制
度
創
設
に
踏
み
切
る
べ
き
で
す
。 
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2016年 2017年

 地震により農業倉庫やトラク

ターなど農機具が被害を受けた

農家に対し、修繕費用の９割を補

助する「経営体育成支援事業」。

同制度については、昨年１２月を

もって制度が締め切られました

が、今年度修繕分も支援の対象と

なることになりました。しかし、

支援制度の打ち切り 支援制度の受付再開 

その間の２０１７年１月から３

月に修繕をした農家は支援から

外れた形になっています。 

経済委員会では、公平な支援制

度とは言えず改善を図るよう求

めました。この期間に修繕等をさ

れた農家の方は、ぜひご連絡いた

だければと思います。 

２０１７年１月～３月に修繕した農家は助成制度の枠外に！ 

地震による農業倉庫や農機具修繕への助成制度 

全ての対象者が利用できるよう改善を！ 

 



 

 

 

 

  

 

 

 政務活動費による海外調査につい

ての改善内容は、以下のとおりです。 

【現行】 

 事前に議会運営委員会へ、期間・目的

地・調査目的を報告する。実施報告は、翌

年度4月の政務活動費収支報告書提出時に、

提出する。 

【見直し内容】 

 事前報告に加え、実施後速やかに報

告書を議長へ提出。その後、議会運営

委員会へ報告。内容は、スケジュール

や飛行機の使用クラス、宿泊施設名、

同行者、学んできた内容などを記載し

たもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでは、報告書の提出が遅か

ったこと、内容の詳細が報告されて

こなかった点が改善されました。 

 政務活動費についての関連文書は、

議会図書館で閲覧することができま

す。政務活動としてふさわしい調査

になっているか、閲覧を通し、市民

の監視が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会活性化検討会報告     上野みえこ 

政務活動費の海外調査、速やかに「報告書」提出を 

＜最近の実績＞ 

2014年度 5件 9名 

2015年度 2件 4名 

2016年度 1件 1名 

2017年度 1件 1名 

「議場コンサート」引き続き検討 

 今年 11月中旬をめどに、被災していた本会議場が

復旧します。 

完了後、市民に開かれた身近な議会をめざす取り組

みとして、傍聴の促進や市民の文化芸術に寄与するこ

とを目的に「議場コンサート」を開催することを検討

課題にしました。 

 会派それぞれに、さまざまな意見があったことか

ら、継続して検討することとなりました。 

 

6月15日、議会活性化検討会が開かれ、海外調査に関する政務活動費の運用が改

善されました。合わせて、質問についての取り扱い、議場コンサート開催について

も検討しました。 

 

日本共産党 市議会だより 2017年 6月 25日号 

「保護費の過払いの返還は、最低限度の生活を保障できない場合、返還しなく

ていい」今年２月、東京地裁で、画期的な判決が出されました（東京都は控訴

せず、判決が確定）。 

 6 月 17 日、この裁判の報告と生活保護問題についての学習会が開かれ、共

産党市議団も参加しました。  

■ケースワーカーの不足 

増える過誤払い 
 
保護費の過誤払いは、熊本市を

はじめ全国で増えています。過大

支給された人が、突然保護費の返

還を求められ、苦しい生活の中、

さらなる困窮を余儀なくされてい

ます。 

過誤払いの原因としては、ケー

スワーカーの不足があります。担

当件数が多いためにチェックが行

き届かず、一方で支給額の明細書

がないため、保護者の方は確認が

できません。 

 

■全額返済の根拠 

生活保護法 63条の安易な運用 
 
 保護費の過大支給分について

は、生活保護法 63条により、原

則、全額返還とされています。し

かし、自立更生のための費用は返

還額から除くことが認められて

います。 

全国的には「自立更生費」につ

いて、充分な聞き取りをしないま

ま、安易に全額返還させる例が増

えていますが、自立更生の費用を

きちんと控除してもらうことが

必要です。 

 

今回の東京地裁判決は、憲法 25

条が定める、国民の最低限度の生活

を保障する立場で出されたもので

す。その立場に立つならば、保護費

の過誤払い返還は、安易に求める

べきではありません。 


